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令和６年６月１０日（月）実施

内容 進行 発言記録等

１　開会 司　会 　ただ今から、令和７年度使用教科用図書　第1回高砂市教科用
図書選定委員会を開催する。開かれた採択とするために、本日
の議事録については、採択期間終了後、公開の対象とする。

２　委嘱状交付
　　委員紹介

司　会 　それでは、委員の皆様方に教育長より委嘱状を交付させてい
ただく。（委嘱状を各委員に交付）
 

３　室長
　　あいさつ

室長 　（室長　あいさつ）

４　出席者紹介 司　会 　選定委員はじめ出席者の紹介。

５　選定委員会
　　運営

司　会 　選定委員会の運営について、事務局から説明する。
　⑴　高砂市教科用図書選定委員会規程
　⑵　義務教育諸学校教科用図書の採択の仕組み
　⑶　高砂市教科用図書の採択について

　選定委員会規程については、２、３ぺージに記載している。
　本規程は、平成２８年１２月定例教育委員会において策定し
たものである。

　本規程には、第１条に会の設置目的、第２条に所掌事務が規
程されている。教科用図書の採択に関し、専門的な観点から協
議又は意見聴取を行うこと等、重要項目が規程されている。

　第３条から第６条には、組織、委員、任期、会長及び副会長
について、第７条、８条には、会議の招集や運営、協議会委員
の守秘義務について、規程されている。

　第９条は教科用図書調査員について、第１０条は庶務について規
程されており、本規程は平成２９年４月１日から施行している。
　以上が、⑴についての説明である。

　（２）義務教育諸学校教科用図書の採択の仕組みについて説明す
る。

　兵庫県教育委員会から出された「義務教育諸学校用教科書の
採択の仕組み」の図に基づき説明する。４ページ下段の四角の
中に、教科用図書の採択に関連する主な根拠法令が記載されて
いるが、名称が大変長いため、説明の際は、（   ）内の略称で
行う。

　図表の①～⑦の番号について説明する。
　まず①「書目の届出」は、発行法第４条の「教科用図書発行
者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとす
る教科書の書目（科目名・使用学年・書名等）を、文部科学大
臣に届けなければならない」という規定に基づき、発行者が文
部科学大臣に届出をしており、その中から文部科学省が「検定
合格教科書」を選定する。
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事務局　⑴規　程

　⑵採択の
　　　仕組み



　次に②「教科書目録送付」についてだが、発行法第６条に基
づき、文部科学省が県教育委員会に、さらに、発行法第６条第
２項に基づき、県教育委員会が市町教育委員会に、検定に合格
した教科書を記載した「教科書目録」を送付する。

　③「見本の送付」であるが、これも発行法第６条３項に「発
行者は、第４条によって届け出た教科書の見本を、「教科書展
示会」に出品することができる」とあり、この条項に基づき、
教科書の見本本が送付される。

　④「諮問、答申」であるが、兵庫県教育委員会は、無償措置
法の第１１条に基づいて「教科用図書審議会」を設置し、教科
書の調査研究を諮問し、答申する。その上で、⑤市町教育委員
会への「指導、助言、援助」として、教科用図書の採択の基本
方針を通知するとともに、調査研究資料の提供などを、無償措
置法第１０条に基づいて行う。

　⑥「開催」とは、発行法第５条に、毎年、一定の期間を定め
て「教科書展示会」を開催すると規定されており、本年度、高
砂採択地区では、高砂市立図書館で、６月１４日～６月２７日
まで開催する。

　これらをもとにして、採択地区市町教育委員会が、⑦「採
択」を行う。

　続いて（３）高砂市教科用図書の採択について説明する。資料は５
ページである。

　まず、①「採択基本方針の提示や調査研究資料の配付」は、
４ページの兵庫県教育委員会からの⑤「指導・助言・援助」に
当たる。
　また、教育委員会は、実際に教科用図書の調査研究を行う②
「調査員候補者を校長や教科部会に依頼」し、③「推薦」を受
けて、教育委員会に提示する。

　④については、５月２３日の教育委員会において、選定委員
会委員の皆様と調査員の委嘱及び任命が決定された。

　調査研究については二市二町で行うこととし、⑤調査研究を
依頼する。⑥「調査研究」された結果は、調査員班長から　⑦
報告を受け、第２回目の選定委員会において協議・検討した上
で、その内容を⑧教育委員会へ報告する。

　そして、⑨高砂市教育委員会において「採択」し、兵庫県教
育委員会に、⑩「採択結果の報告」を行うという流れになる。

司会 　以上の説明について、質問はないか。

質問

　続いて、⑷令和７年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採
択に関する基本方針、⑸令和７年度使用高砂市立学校用教科用
図書採択方針について説明する。

　⑵採択の
　　　仕組み

　⑶高砂市の
　　　　採択



　６ページに兵庫県教育委員会の基本方針を掲載している。冒
頭、「教科書の採択にあたっては、いかなる疑念の目も向けら
れることがないよう、公平性及び透明性の確保を徹底し、採択
権者（すなわち、各市町教育委員会）が責任をもって採択する
こと。」と明記されている。

　本市は、７ページ３の⑴のアにあるように単独採択地区であ
り、①にあるように、採択地区ごとに選定委員会を組織するこ
とになっている。②は選定委員会の構成について、イの③には
選定委員会は調査研究を行う調査員を置き、調査員による教科
用図書についての厳正かつ綿密な調査研究を実施することが示
されている。また、調査員の選任について、利害関係者を選任
しないことが明記されている。８、９ページには公正性・透明
性の確保の徹底について、詳しく記載している。

　続いて、⑸令和７年度使用高砂市立学校用教科用図書採択方
針について説明する。１０ページに、１  採択基本方針とし
て、教育基本法、学校教育法、学習指導要領、兵庫県基本方
針、の趣旨に即しつつ、第３期高砂市教育振興基本計画を踏ま
え、教育委員会が採択すると示している。
２に採択権限、３に方法、組織及び手続きを示している。
１１ページには４採択基準、５採択の公正確保が記載され、６
には９月２日以降に公開する資料を記載している。

司会 　以上の説明について、質問はないか。

　⑺採択に付す
　　　　教科書

司会 　なお、２５ページには、今回採択に付す教科書会社の一覧が
示されているので、ご覧おきいただきたい。

６正副会長の選出に移る。

　資料２ページ、規程第６条の規定により、会長・副会長を選
出する。
　選出については、委員の互選によると定めているが、いかが
か。

（立候補）

司会 　中橋委員から立候補を受けた。
　委員の皆様方、ご賛同いただけるか。

（拍手により承認）

　副会長について、いかがか。

　ただいま藤原委員を会長から推薦を受けたが、引き受けいた
だけるか。また、賛同いただけるか。

（拍手により承認）

　それでは、中橋会長、藤原副会長から挨拶していただく。

　選定委員会規程第８条により、議事進行を会長に任せる。

事務局　⑷⑸
　　基本方針

司会６　正副会長
　　　　選出

司会

司会



７　協議 会長 　令和７年度使用教科用図書の採択について協議を行う。
　まず、⑴令和７年度使用教科用図書の採択日程と役割につい
て、事務局から説明をしていただきたい。

　２６ページをご覧いただきたい。６月１１日（火）１５：０
０より加印地区共同調査員会が、高砂市役所南庁舎５階大会議
室で開催される。委嘱と調査についての説明を行うが、参加が
可能であればお越しいただきたい。

　調査員会は、６月１１日から７月１０日の間に調査研究を行
い、７月１０日に報告書が各教育委員会事務局に届く予定であ
る。まとまりしだい、選定委員会の皆様に、教科書展示会のア
ンケートとともに、送付する。

　第２・３回選定委員会は、７月２６日（金）、２９日（月）
に開催する。その際、各教科の調査員会班長から調査報告があ
り、選定委員の皆様との質疑応答がある。その後、市町ごとに
別々の部屋で協議する。協議内容は、教育委員会に報告する内
容になる。報告内容については、後ほど協議していただく。

　選定委員の報告内容が決まれば、事務局がまとめ、確認のた
めに、報告書を送付する。
　その後、教育委員会において選定委員会からの報告をもと
に、採択され、採択結果は８月３０日までに兵庫県教育委員会
播磨東教育事務所に報告することになっている。

会長 　採択に関する日程と役割について承認してよいか。

（異議なし）

会長 　では、承認する。

会長 　次に、⑵高砂市教科用図書選定委員会が示す調査研究の観点
について、事務局から説明していただきたい。

事務局 　２７ページに調査研究を進めるにあたっての観点を記載して
いる。兵庫県教育委員会から示された観点をもとにして、二市
二町の教育委員会事務局が作成したものである。

会長 　この観点で、本委員会も進めるが、何か意見はあるか。

（異議なし）

会長 　それでは、承認する。

会長 　次に、⑶加印地区共同調査員会について、事務局から説明を
お願いしたい。

　３３ページに加印地区共同調査員会規約を掲載している。こ
れは二市二町教育委員会で協議し、定めたものである。

　⑴採択日程と
　　　　　役割

事務局

　⑵採択日程と
　　　　　役割

　⑶調査員会
　　　について

事務局



　内容は、第１条に目的、第２条に調査員会の所掌事務、第３
条に組織について定めている。第４条には、調査員は教育長が
任命すること、利害関係者は調査員になれないこと、守秘義
務、任期等を定めております。第５条には、調査員名は非公開
とすること、以上の内容が定められている。

　次に、②調査員について、３４ページをご覧いただきたい。
共同調査員の一覧を示している。
　どの調査員も、各教科の研究をそれぞれの市町で中心となっ
て進めており、各教育委員会や学校長、教科研究部会から、責
任を持って推薦された方々である。
　なお、調査員の名前や所属などについては非公表である。

　次に、③調査員の心得について、３４ページに調査員の心得
を提示している

会長 　意見は無いか。

（異議なし）

会長 　では、承認する。

会長 　次に④共同調査員会からの報告書について事務局から説明し
てもらう。

事務局 　④共同調査員からの報告書については、３６ページから３８
ページが、調査員からの報告書の様式である。様式１は、教科
書会社ごとの特徴を記載している。３７ページ（様式２）を見
ていただきたい。各教科において、選定の観点、視点ごとに、
◎「優れている」、○「標準的」、△「やや劣る」を記入す
る。基本的には◎、△は１つと考えているが、どうしても優劣
つけ難いときなどは、２つ入ることもあると考えている。この
ような形で教科用図書の調査研究を進める。

会長 　ただ今の説明について、意見や質問はないか。

（異議なし）

会長 　それでは、承認する。

会長 　⑷選定委員会の報告書について、事務局から説明を願う。

事務局 　３９ページから４０ページは、選定委員会で協議していただ
いた内容の教育委員会への報告書の案である。各社ごとに皆様
からのご意見をまとめる形式で作成し、調査員会からのものと
合わせて、教育委員会へ報告する。

会長 　ただ今の選定委員会の報告書について、意見等はないか。

（異議なし）

　では、承認する。

　以上で、進行を事務局お返しする。

司会 　それでは、事務連絡を行う。８　事務連絡

　⑶調査員会
　　　について

事務局

　⑷選定委員会
　　報告書に
　　ついて

会長



　１点目、４１ページに記載している教科書展示会についてで
あるが、本年度は、６月１４日（金）～６月２７日（木）まで
の１４日間にわたり、高砂市立図書館で実施する。ご参加いた
だきたい。
　２点目である。委員の皆様に、第２・３回選定委員会までの
間に、教科書を熟読していただくように、本日、全教科書を準
備している。持ち帰り願いたい。

　３点目である。第２・３回選定委員会は、令和６年７月２６
日（金）、７月２９日（月）、両日ともユーアイ帆っとセン
ターにおいて１３時から開催する。 ご参加願う。

　なお、資料の中で取扱注意のハンコが押されているページに
関しては、特に守秘義務がある重要な資料である。取り扱いに
は十分ご注意するよう願いたい。

司会 　以上、何か質問等はないか。

９　閉会 司会 　これで、令和７年度使用教科用図書第１回高砂市教科用図書
選定委員会を閉会する。

事務局

８　事務連絡


